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本日、インフルエンザによる欠席者が 10％を超えました。（本日正午現在で 9名） 

嘱託医及び長岡市教育委員会保育課との協議の結果、長岡市保育園登園基準により下記３日間を目安と

した登園自粛の措置をとらせていただくことになりました。自粛期間中は安全確保のため、出来る限り

の登園自粛をお願いするところではありますが、諸般の事情によりどうしても難しい方につきましては

登園していただけます。給食の関係もありますので、お迎えの際にその旨職員までお申し出ください。 

 今後の拡大も懸念されます。感染予防にご留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 
 
１ 自粛要請の期間   令和 7年 12 月 16 日（火）～12月 18 日（木） 
 
２ 自粛解除の決定   期間中の新規罹患者等の推移を勘案し、期間終了日（木曜日）までに延長の 

            連絡が園からない場合は、19 日(金)から通常保育となります。 
 
３ 期間中の登園    基本的には各ご家庭での保育をお願いいたしますが、ご都合等により難しい 

            方は登園していただけます。職員までお申し出ください。なお、期間中通園

バスは実施いたしません。給食は一部予定と異なる場合も有り得ますが実施

いたします。※自粛にご協力いただいたご家庭の給食費は減額対応します。 

            なお、調理関係者に罹患者が重複した場合は、急遽お弁当をお願いする場合

があります。 
 
４ 自粛期間中の観察  自粛期間中に新たに発熱等で医療機関に受診され、インフルエンザの判定を

受けた方は、直ちに園までご連絡ください。夜間や日曜等で園に連絡できな

い方は、かんたんメールでお願いします。状況把握のため、迅速にご報告下

さい。 
 
５ 留意事項 

   ○ 自粛期間中の外出はできる限り避け、ご家庭内での保育をお願いいたします。 

   ○ 手洗い・うがいを励行し、規則正しい生活を心がけましょう。 

   ○ 家庭内での換気、室温・湿度に配慮され、バランスの良い食事を習慣づけましょう。 

   ○ 発熱・咳・のどの痛み等、心配な症状が見られたら、早目に医師への受診をお願いします。 
  
  
６ その他       以降の連絡につきましては、かんたんメール等でお知らせいたします。 

こまめなメール確認にご協力をお願いいたします。 

 
 

インフルエンザによる登園自粛について（お願い） 


